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Alipay決済サービス利用加盟店規約

 当社（以下「甲」又は「加盟店」という。）は、オリックス株式会社（以下「オリックス」

という。）及び株式会社琉球銀行（以下「乙」又は「包括加盟店」という。）を通じて、甲と

利用者間の加盟店取引に係る取引代金の決済に対してAlipay決済サービスを利用することに関

し、本Alipay決済サービス利用加盟店規約（以下「本規約」という。）の内容に従います。

第1条 （用語の定義）

1. 「Alipay」とは、Alipay.com Co., Ltd.を意味する。

2. 「加盟店取引」とは、加盟店より、物品、サービス、権利、ソフトウエア等の商品又は役 

    務（以下「商品等」という。）を購入し又は有償で商品等の提供を受けることを意味する。

3. 「利用者」とは、「支付宝服务协议」（アリペイサービス規約）（以下「Alipay規約」と 

    いう。）に同意したうえで、加盟店取引を行う者（加盟店取引を行おうとする者及び既に 

    行った者を含む。）を意味する。

4.  「Alipayコード」とは、利用者が自己の携帯端末等にダウンロードしたアプリその他の 

Alipayが指定又は提供するソフトウェアを用いて表示されるQRコード及びバーコードで   

    あって、利用者を識別し、加盟店取引を認証するために利用されるものを意味する。 

5.  「Alipayアカウント」とは、Alipayが個々の利用者に対して割り当てる口座を意味する。 

6.  「Alipayアカウント残高」とは、AlipayがAlipayアカウントに記録される金額に相当する 

  対価を得て、Alipayの定める方法でAlipayアカウントに記録した金銭的価値を意味する。 

7.  「Alipay・利用者間決済」とは、利用者が加盟店取引を行った際に、対象となる商品等の 

    代金額相当額の金銭的価値をAlipayアカウント残高から控除すること又はこれに代わるも 

    のとしてAlipayが認める決済方法を意味する。 

8.  「Alipay決済サービス」とは、利用者による加盟店取引に際してAlipayが加盟店を通じて 

    提供する対面決済サービスであって、加盟店が設置する端末において、利用者がAlipayコ 

    ードを読み取らせることによりAlipay・利用者間決済が行われるものを意味する。 

9.  「Alipay決済」とは、Alipay決済サービスを利用した決済を意味する。 

10.  「法令等」とは、条約、国内外の法令及び規則（地方公共団体の条例等を含む。）、関係 

    当局等による判決（裁判上の和解その他判決と同一の効果を有するものを含む。）、決定、 



     命令、審決、通達、指導及び要請その他の判断、並びに関係当局等の規則及び規制を意 

     味する。 

11. 「店舗等」とは、加盟店がAlipay決済サービスを提供する店舗その他の施設を意味する。

12. 「支払通知書」とは、第14条第1項に定める意味を有する。

13. 「Alipay決済精算金」とは、第14条第3項に定める意味を有する。 

第2条 （包括加盟店規約についての同意・遵守） 

 甲は、本規約に基づくAlipay決済サービスの利用が、オリックスと乙との間のAlipay決済

サービス利用包括加盟店規約（以下「本包括加盟店規約」という。）を前提としたもので

あることを十分認識し、本包括加盟店規約上、加盟店たる甲の義務として定められた事項

について、これに同意し、かつ、これを遵守するものとする。

第3条 （加盟店情報等の届出）

1.  甲は、甲が乙に提出したAlipay決済サービスに係る申込書（以下「Alipay決済サービス

申込書」という。）において甲が乙に対して届け出るべきものとされている事項（以下「届

出事項」という。）として甲が乙に届け出た情報について、乙がオリックスにこれを提供

し、オリックスがAlipayにこれを提供することに同意する。

2.  甲は、届出事項について変更が生ずる場合は、変更予定日の3週間前までに乙に届け出

る。

3.  届出事項に関する届け出の遅滞及び内容の誤りに起因して、甲にAlipay決済精算金等の

延着その他損害が生じた場合であっても、乙及びオリックスは一切責任を負わない。この

場合において、乙又はオリックスに損害が生じた場合には、甲がこれを賠償するものとす

る。 

第4条 （Alipay決済サービス）

1.  甲は、店舗等について、あらかじめ乙に所定の様式の書面をもって届出を行い、乙の承

認を得るものとする。店舗等の追加、取消しについても同様とする。なお、乙は甲に対し



事前に書面による通知を行うことにより、店舗等の全部又は一部の取消しを行うことがで

きるものとする。

2.  甲は、利用者からAlipayコードの提示によりAlipay決済を求められた場合、本規約に従い、 

  正当かつ適法に店舗等においてAlipay決済を行うものとする。

3.  甲は、提示されたAlipayコードについて甲の端末に無効である旨の表示がなされた場合 

  には、当該Alipayコードの提示者に対してAlipay決済を行ってはならないものとする。

4.  甲は、明らかに偽造と判断できるAlipayコードを提示された場合、又は明らかに不正使 

  用と判断できる場合はAlipay決済を行ってはならないものとし、直ちにその事実を乙に連 

  絡するものとする。

5.  甲は、Alipayが利用者向けに定めるAlipay規約の記載内容を承認し、これに従い利用者と 

Alipay決済を行うものとする。

6. Alipay決済においては、Alipay・利用者間決済が完了した時点で、利用者の甲に対する代 

  金債務が消滅するものとする。

7.  甲は、Alipay決済を行うにあたっては、甲の端末により取引代金の入力、データの送信 

  を行うものとする。このとき甲は利用者に対し、取引代金の確認を求め、その承認を得る 

  ものとする。

8.  甲は、名目の如何をとわず、利用者に対してAlipay決済を行うための手数料、費用、報 

  酬又は負担を賦課又は請求してはならない。

9.  甲は、システムの障害時、システムの通信時、又はシステムの保守管理に必要な時間及 

  びその他やむを得ない場合（以下「システム障害等」という。）には、Alipay決済を行う 

  ことができないことを予め承認するものとする。

10.  甲が本規約に定める手続きによらずAlipay決済を行った場合には、甲がその一切の責任 

    を負うものとする。

第5条 （通信及び通信費）

1.  甲は、売上に係る情報その他Alipay決済に必要な情報を、Alipay、オリックス及び乙の

定める通信手段・手順等によりAlipay、オリックス及び乙の指定する送信先に送信するも

のとし、またネガデータ（次条において定義される。）等を受信するものとする。

2.  前項の通信に係る費用は、甲の負担とする。



第6条 （無効Alipayコードの取扱い）

 甲は、Alipay、オリックス又は乙から特定のAlipayコードを無効とする旨の通知を受け

た場合（特定のAlipayコードを無効とする旨のデータ（以下「ネガデータ」という。）を

端末が受信した場合を含む）、当該通知によって無効とされたAlipayコードの提示者に対

してAlipay決済を行ってはならないものとする。また、甲は、無効とされたAlipayコード

について、乙、オリックス又はAlipayの指示に従った取扱いを行うものとする。

  第7条 （偽造及び変造された電子的情報の取扱い等）

1.  甲は、甲の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不

正作出に係るものであることが判明した場合には、乙の指定する方法により、乙及びオリ

ックスにその旨をすみやかに連絡するとともに、当該電子的情報について、乙及びオリッ

クスの指示に従った取り扱いを行うものとする。

2.  甲は、甲の端末において受信した電子的情報が偽造若しくは変造され、又はその他の不

正作出に係るものであることにより被った損害については、乙及びオリックスに請求する

ことができないものとする。

3.  第1項に定める場合のほか、不正に入手されたAlipayコード（利用者の携帯端末が紛失・

盗難された場合等を含む）が使用された場合、又は偽造・変造された電子的情報による売

上等が発生した場合に、乙又はオリックスが甲に対しこれらの状況等に関する調査の協力

を求めたときには、甲は誠実に協力するものとする。また甲は、乙又はオリックスから指

示があった場合若しくは甲が必要と判断した場合には、甲又は甲の店舗等の所在地を管轄

する警察署へ当該売上に対する被害届を提出するものとする。

第8条 （商品等の引渡し及び取扱対象外商品等）

1.  甲は、Alipay決済が行われた場合、利用者に対し、直ちに商品等を引き渡し、又は提供

するものとする。

2.  甲は、Alipay決済により利用者に引渡しをする商品等において、その引き渡し、提供等

を複数回又は継続的に行う場合には、その引き渡し、提供方法等に関してあらかじめ書面



により乙に申し出、乙の承認を得るものとする。

3.  甲は、以下に定める商品等については、Alipay決済を行わないものとする。

① 法令等において販売又は提供することが禁止されている商品等

② 第三者の権利又は利益（財産権及び知的財産権を含むがこれらに限られない。）    

  を侵害する商品等

③ 別紙8.3③に掲げる商品等（但し、オリックスとAlipayとの間のAlipay決済サービ  

  スの提供に関する契約において異なる商品等が指定された場合には、当該指定に 

  従う。この場合、乙は甲に対して当該指定された商品等を通知する。）

④ 別紙8.3④に掲げる商品等

⑤ その他、乙又はオリックスが指定し、又は甲及び乙が別途協議の上定めた商品等

    第9条 （返品等の取扱い）

 甲は、返品その他の事由により利用者とのAlipay決済の取消しを行う場合、Alipay、オ

リックス及び乙が予め指定する方法、手順等により行うものとする。但し、甲は、取消し

の対象となるAlipay決済について、既にAlipayがオリックスに決済資金の支払を行ってい

る場合、既にオリックスが乙に決済資金の支払を行っている場合又は既に乙が甲に対して

Alipay決済精算金の支払を行っている場合には、当該Alipay決済の取消しを行うことがで

きないものとする。

第10条 （加盟店標識類）

1.   甲は、Alipay決済が利用可能であることを利用者に周知する目的のためだけに、乙又は 

    オリックスが指示した加盟店標識（以下「加盟店標識」という。）を、店舗等の利用者の 

    見やすいところに掲示するものとする。

2.    甲は、前項に基づく加盟店標識の掲示を行う場合を除き、加盟店標識等及び「Alipay」 

    の商標その他の知的財産権を利用する場合には、事前に、乙又はオリックスが別途指定す 

    る同意を取得するものとする。

3.   甲は、加盟店標識等及び「Alipay」の商標その他の知的財産権の利用にあたっては、Alipay 

が定めるAlipay商標使用ガイドラインその他の規則、ガイダンス及び指示を遵守するもの 



  とする。 

第11条 （端末）

1.  甲は、Alipay決済を行うにあたり、自己の責任と費用において、端末その他の付帯設備 

  を事前に用意するものとする。

2.  甲は、前項の端末及び付帯設備について、甲がAlipay決済サービスを提供するために必 

  要な随時更新され得るAlipay及びオリックスの管理システムとの接続及び連携を常時確保 

  するための必要な措置を自己の費用負担と責任において講ずるものとする。

3.  甲は、前2項の端末及び付帯設備について、紛失・盗難・不具合等の事実が判明した場合 

  には、速やかにオリックス又はオリックスの指定する者に連絡するとともに、必要な措置 

  を講ずるものとする。

第12条 （Alipay決済の円滑な実施）

1.  甲は、第4条第9項（システム障害の場合）及び第8条第3項（取扱対象外商品の場合）に 

  定める場合、又は、当該Alipay決済を行ったならば本規約に違反することとなる場合を除 

  き、正当な理由なく利用者とのAlipay決済を拒否したり、直接現金払いやクレジットカー 

  ド、その他現金に代って支払いが可能な金券、他の電子的情報による支払い手段等の利用 

  を要求したり、それらの利用の場合と異なる代金を請求する等、Alipay決済によらない一 

  般の顧客より不利な取扱いを行なってはならないものとする。

2.  甲は、乙又はオリックスから依頼があった場合、利用者とのAlipay決済の状況等の調査 

  に誠実に協力するものとする。

3.  甲は、Alipayが、Alipay決済サービス並びに甲及び当該加盟店の販売活動の促進のために、 

  甲が保有する知的財産権を含む甲の販促材料、商標等を、甲の事前の承諾（なお、甲は、 

  当該承諾を不合理に拒否できないものとする。）を得た上で、使用することを認めるもの 

  とする。

4.  甲は、利用者からAlipay決済及び商品等に関し、苦情、相談を受けた場合等には、速や 

  かにAlipay、オリックス及び乙に連絡をする。この場合、甲と利用者との間において紛議 

  が生じた場合には、乙又はオリックスの責めに帰すべき場合を除き、甲の費用と責任をも  



  って対処し解決することとする。

第13条 （甲のその他の義務等） 

1.  甲は、本規約に定める義務等を店舗等又は自己の従業員、その他自己の業務を行う者に 

  遵守させるものとする。乙は、店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者が、Alipay 

  決済に関連して行った行為及び店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者の果たす 

  べき義務を、全て甲の行為及び義務とみなすことができるものとする。

2.  甲は、乙に対して、別紙13.2に定める事項が、甲の本規約承諾日において真実かつ正確 

  であることを表明及び保証するものとし、かつ、当該事項が、本規約の有効期間中におい 

  ても真実かつ正確となることを妨げる行為（作為のほか、不作為を含む。）を行わない。

3.  甲は、乙又はオリックスからAlipay決済に関する資料を提出するよう請求があった場合 

  には、すみやかにその資料を提出するものとする。

4.  甲は、Alipay決済サービスを利用した商品等の取引に係る記録を、当該取引を行った日 

  から5年間、保存しておくものとする。

5.  甲は、Alipay決済サービスに関するコンピュータシステムの円滑な運営及び、Alipay決済 

  サービスの普及向上に協力するものとする。また甲は、乙又はオリックスよりAlipay決済 

  サービスの利用促進に係る掲示物設置等の要請を受けたときは、これに協力するものとす 

  る。

6.  オリックス又はその委託先は、Alipay決済サービスの利用促進のために、印刷物、電子 

  媒体等に店舗等の名称及び所在地等を掲載することができるものとし、甲はこれをあらか 

  じめ異議なく承諾するものとする。

7.  甲は、Alipay決済に関する情報、加盟店標識等を本規約に定める以外の用途 

  に使用してはならないものとし、また、これを第三者に使用させてはならないものとする。

8.  甲は、オリックスが別途書面により事前に承諾した場合を除き、本規約に基づいて行う 

  業務を第三者に委託できないものとする。

9.  甲は、甲が取り扱う商品等に係る加盟店取引に関して甲に適用される法令等を遵守する 

  とともに、店舗等又は甲の従業員、その他甲の業務を行う者に遵守させるものとする。

10.  甲の責めに帰すべき事由に基づき本規約に基づく甲の義務に違反があったことにより、 

 乙、オリックス又はAlipayに損害が生じた場合には、当該損害を負った者に対して、当 



 該損害を賠償する。 

第14条 （売上金額、手数料、Alipay決済精算金の支払い） 

1.  乙は、Alipay決済に関する売上金額について、以下の表に定める取扱期間ごとに集計し、

甲に支払通知書を送付することにより通知するものとする。 

種類 締切日 支払日 

1 毎日締め 毎日 締切日から 3営業日後

2 2 本締め 
15 日 末日 

末日 翌月 15日 

2. 甲は、乙に対し、加盟店手数料として別に定める金額を支払うものとする。 

3.  乙は、甲に対し、第1項に定める取扱期間の売上金額の合計より前項の加盟店手数料を

差し引いた金額（以下「Alipay決済精算金」という。）を、第1項の取扱期間に対応する支

払い日に、甲の指定金融機関口座に振り込む方法により支払うものとする。なお、応当日

が金融機関の休業日の場合には、翌営業日に支払うものとする。振込みにかかる手数料は、

乙の負担とする。 

4.     第1項に定める取扱期間は「琉球銀行加盟店規約」に準じて取り決めるものとする。

第15条 （売上金額の確認）

1.  甲は、前条の規定により、乙から支払通知書が送付された際には、記載内容を確認する

ものとする。但し、支払通知書が送付された日から30日以内に、甲から乙に連絡がない場

合には、乙は甲が支払通知書の記載内容を異議なく承認したものとみなすことができる。

2.  乙は、Alipay決済に関する売上金額の明細について、甲より帳票あるいはデータの提供

を求められた場合、乙及びオリックスの裁量により、乙又はオリックスの加盟店管理に係

るシステムを甲に閲覧させる方法により提供するものとする。



第16条 （Alipay決済精算金の支払いの取消し及び留保）

1.  乙は、甲が以下のいずれかの事由に該当する場合、当該Alipay決済に係るAlipay決済精

算金の支払いの義務を負わないものとする。

① 第4条に違反してAlipay決済を行ったとき

② 第8条第3項に違反してAlipay決済を行ったとき

③ 明らかな不正使用に対してAlipay決済を行った場合

④ その他甲が本規約に違反したとき

2.  乙が、甲に対し前項に該当するAlipay決済に係るAlipay決済精算金を支払った後に、前

項各号の事由に該当することが判明した場合には、甲は乙と協議の上直ちに乙の指定する

方法により乙に対し当該Alipay決済精算金を返還するものとする。なお、甲が当該Alipay

決済精算金を返還しない場合には、乙は、当該Alipay決済精算金相当額について、次回以

降支払いとなる甲に対するAlipay決済精算金から差し引くことができるものとする。

3.  乙が、甲について第1項各号に定める事由のいずれかに該当する可能性があると認めた

場合には、乙は、調査が完了するまで、当該Alipay決済に係るAlipay決済精算金の支払い

を留保することができるものとし、乙は当該留保期間中の遅延損害金の支払いを免れるも

のとする。

4.  前項の調査開始より30日を経過した場合において、第1項各号に定める事由のいずれか

に該当する可能性があると甲乙協議の上認めた場合には、乙はAlipay決済精算金の支払い

義務を負わないものとする。なおこの場合においても甲及び乙は調査を続けることができ

るものとする。

5.  前項後段の規定により引き続き調査を行ったときで、当該調査が完了し、乙が当該Alipay

決済に係るAlipay決済精算金の支払いを相当と認めた場合には、乙は当該Alipay決済精算

金を支払うものとする。

第17条 （業務委託）

 甲は、Alipay決済サービスに関するデータの授受その他Alipay決済サービスに関するコ

ンピュータシステムの円滑な運用に必要と認められる業務を、乙又はオリックスが第三者

に委託する場合があることを予め承諾するものとする。 



  第18条 （乙、オリックス及びAlipayの責任） 

1.  乙、オリックス及びAlipayは、Alipay決済サービスを利用して販売又は提供される商品等 

  に関する一切の事項について何ら責任を負わない。

2.  乙、オリックス及びAlipayは、Alipay決済サービスに関して、甲と利用者その他の第三者 

  との間で発生した一切の苦情、紛議、紛争その他の問題について関知しない。

3. Alipay決済サービスの利用に関連して甲が法令等に違反した場合でも、乙、オリックス 

  及びAlipayは一切責任を負わない。

4.  乙、オリックス及びAlipayは、いかなる場合においても、Alipay決済サービスに起因し又 

  は関連して甲に生じた逸失利益、間接損害、結果損害、付随損害及び特別損害について一 

  切責任を負わない。

5. Alipayは、Alipay決済サービスに起因し又は関連して生じた甲の損害のうち、甲の使用す

る端末及び付帯設備の不具合等に起因して生じた損害については、一切責任を負わない。 

6.  乙は、Alipay決済サービスに起因し又は関連して生じた甲の損害については、Alipay決済 

  サービスを行うための乙の加盟店管理に係るシステムに起因するものであって、かつ、乙 

  の責めに帰すべき事由によるものである場合に限り、責任を負うものとする。但し、その 

  場合においても、乙の甲に対する損害賠償額は、それぞれ、甲が乙に対して過去3ヶ月に支 

  払った第14条第2項に定められる加盟店手数料相当額を上限とする。

第19条 （法令等との抵触）

1.  本規約上の一切の規定は、甲及び乙に対して、適用ある法令等に反する作為又は不作為 

  を求めるものではなく、法令等の制定、改正、廃止等（以下「法令等改正」という。）に 

  より、本規約上の規定と法令等との間に齟齬が生じる場合には、法令等が優先する。

2.  前項の場合、本規約上の規定は、法令等に反しない範囲においてのみ有効であるものと 

  する。

3.  法令等に適合させるために本規約に定める規定の追加又は変更が必要であるときは、甲 

  及び乙は、相互に誠実に協議を行い、当該規定の追加又は変更を行うものとする。



第20条 （守秘義務）

1.  甲及び乙は、以下の各号の場合を除き、本規約の履行に際して知り得た相手方（甲につ

いてはオリックス及びAlipayも相手方に含む。以下本条において同じ。）の一切の情報、

端末及び付帯設備の規格等事業に関する情報、利用者のAlipayコードに関する情報（利用

者のAlipayアカウント等に関する情報も含む。）及び手数料率を含むAlipay決済サービス

に関する営業上の機密を、本規約以外の目的のために利用したり、又は第三者に開示した

り、若しくは漏洩したりしてはならないものとする。

① 公的機関等から法令等に基づく開示要求を受けた場合

② 相手方の書面による事前の承諾を得た場合

③ 法律上の義務として開示、提出等をしなければならない場合

④ 乙がAlipay決済サービスに関するシステムの運用に際して開示、提出等しなけれ 

  ばならない場合

2.  前項の規定は、本規約の効力が失われた後も有効とする。

第21条 （地位の譲渡等）

 甲は、本規約上の地位を第三者に譲渡できないこととする。また甲は、乙に対する債権

を第三者に譲渡、質入れ等できないこととする。但し、乙は、甲へ3か月前までに文書で

通知のうえ、本規約上の地位及びこれに基づく権利義務の全部、又は一部を第三者に譲渡

することができるものとし、甲はあらかじめこれを承諾するものとする。

 第22条 （本規約の有効期間）

1.  本規約の有効期間は、Alipay決済サービス申込書に記載された開始日から1年間とする。 

  なお、期間満了の10週間前までに、甲及び乙いずれも相手方に対する書面通知をもって異 

  議を申し出ないときは更に1年を更新し、以後もこの例によるものとする。

2.  前項の規定にかかわらず、本包括加盟店規約又はオリックスとAlipayとの間のAlipay決済 

  サービスの提供に関する契約が終了した場合、同時に本規約も終了する。



第23条 （本規約の変更）

1. 本規約の各条項は、金融情勢その他諸般の状況の変化その他相当の事由があると認められ

る場合には変更するものとします。

2. 前項による本規約の内容の変更は、変更を行う旨および変更後の条項の内容ならびにその

効力発生時期を、通知、告知、当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で

周知します。

3. 前二項による変更は、公表等の際に定める相当な期間を経過した日以降、会員に対し信用

販売を行った場合に適用されるものとします

第24条 （任意解約）

1.  甲又は乙は、本規約の有効期間中、何時でも10週間以上前に書面をもって通知すること 

  により本規約を解約することができるものとする。

2.  甲又は乙は、法令等改正の結果、法令等の遵守に要する費用又は負担が著しく増加する 

  こととなる場合には、何時でも1週間前に書面をもって通知することにより本規約を解約す 

  ることができるものとする。

3.  甲は、第23条に基づく本規約の変更に異議がある場合には、乙に対して、規約変更通知 

  が甲に到達した後、1週間以内に書面をもって通知することにより、本規約を解約すること

ができる。

4.  本条に基づき本規約が解約される場合においては、甲又は乙は、相手方に対して当該解 

  約に係る費用補償又は損害賠償を一切請求できないものとする。

第25条 （規約解除）

 前条にかかわらず、甲が以下の事項に該当する場合、乙は甲に対し催告することなく直

ちに本規約の全部又は一部を解除できるものとし、かつ、その場合乙に生じた損害を甲は

賠償するものとする。

① 第3条に基づく届出内容に虚偽の申請があったとき

② 第16条第2項に基づくAlipay決済精算金の返還を怠ったとき



③ 第19条第3項に基づく協議に応じないとき

④ 前3号のほか本規約に違反したとき

⑤ 自ら振り出した手形・小切手が不渡りになったとき、及びその他支払い停止とな  

  ったとき

⑥ 差押え・仮差押え・仮処分の申し立て又は滞納処分を受けたとき、破産・民事再 

  生・会社更生・特別清算の申し立てを受けたとき又はこれらの申し立てを自らし 

  たとき、合併によらず解散したとき

⑦ 前2号のほか甲の信用状態に重大な変化が生じたと乙が判断したとき

⑧ 他のクレジットカード会社その他の決済事業者との取引にかかわる場合も含め 

  て、信用販売制度又は前払式支払手段制度を悪用していると乙が判断したとき

⑨ 甲の営業又は業態が公序良俗に反すると乙が判断したとき

⑩ 架空の売上債権に係る売上金額の支払い請求、その他甲が不正な行為を行なった  

  と乙が判断したとき

⑪ 甲が乙又はオリックスの信用を失墜させる行為を行ったと乙又はオリックスが 

  判断したとき

⑫ その他本規約の内容による加盟店として不適当と乙が判断したとき

    第26条 （本規約終了後の処理）

1.  本規約の有効期間の満了、第24条に基づく任意解約又は第25条に基づく解除により本規

約が終了した場合でも、規約終了日までに行われたAlipay決済の効力は有効に存続するも

のとし、甲及び乙は、当該Alipay決済に係る処理を本規約に従い行うものとする。但し、

甲と乙が別途合意をした場合はこの限りではないものとする。

2.  甲は、本規約が終了した場合には、直ちに甲の負担において全ての加盟店標識をとりは

ずすとともに、Alipay、オリックス又は乙から交付されていた取扱関係書類、印刷物及び

販売用具の一切をすみやかにそれぞれAlipay、オリックス又は乙に返却するものとする。

第27条 （準拠法）

 本規約及びAlipay決済サービスに関して締結した甲と乙との諸契約に関する準拠法は全



て日本法が適用されるものとする。

  第28条 （合意管轄裁判所）

 本規約及びAlipay決済サービスに関して締結した甲と乙との諸契約に関する一切の紛争

は、那覇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

  第29条 （優先関係）

Alipay決済サービス申込書において本規約と異なる定めがある場合には、Alipay決済サ

ービス申込書の定めが優先的に適用されるものとする。

  第30条 （本規約に定めのない事項）

 本規約に明示されていない事項等については、甲及び乙が誠意をもって協議のうえ解決

するものとする。

別紙8.3③

Alipay決済サービスの取扱対象外商品（１）

Illegal political audio---visual products and publications 非法政治音像制品、出版物

Illegal reactionary cards and program channels 非法反动卡类和节目台

State secret documentations and information, etc. 国家机密文件资料等

Other reactionary articles and speeches, etc. 其他反动物品及言论等

Pornographic and vulgar audio---visual products/publications 黄色低俗音像制品/出版物

Pornographic and vulgar erotic services 黄色低俗色情服务

Pornographic and vulgar cards and program channels 黄色低俗卡类和节目台

Other pornographic and vulgar articles or services 其他黄色低俗物品或服务

Gambling tools 赌博器具

Private lottery 私彩

Gambling/gaming service 赌博/博彩服务

Drugs 毒品

Drug---taking tools 吸毒工具



All kinds of weapons, (including military weapons/firearms and 
accessories), simulation weapons, ammunitions and explosive

各种武器 （包括军火武器/枪械及配件），仿

真武器，弹药及爆炸物品

Controlled instruments 管制器具

Crime articles 犯罪物品

Poisonous articles and hazardous chemicals 剧毒物品、危险化学品

Narcotics and psychotropic drugs 麻醉药品和精神类药品

Toxic drugs 毒性药品

Fetal gender diagnosis 胎儿性别鉴定

Adult drugs (aphrodisiac) 成人药品（春药）

Credit speculation service (including speculation of Taobao credit rating) 炒信服务（针对淘宝炒信）

Credit card cashing service 信用卡套现服务

Foreign---related matchmaking service 涉外婚介

Hacking---related 黑客相关

Malware 恶意软件

Other software services which jeopardize Alibaba and the subsidiaries of
Alibaba.

其他危害阿里巴巴及各子公司的软件服务等

Certificate issuing and stamp carving 办证刻章

Crowd funding websites 众筹模式的网站

high---risk services 高风险的服务

ID card information and other information which infringed others’ privacy 身份证信息等其他侵犯个人隐私的信息

Spying instruments 间谍器材

Other personal privacy---harming articles or services 其他危害个人隐私的物品或服务

Pyramid selling 传销

Lottery ticket 彩票

Gold futures 黄金期货

Counterfeit currency 假币

Bank account transaction (bank cards) 买卖银行账户（银行卡）

Stock 股票

Fund 基金

Insurance 保险

Insurance platform 保险平台

Periodical investment of gold 黄金定投

Bank financial products 银行理财产品

Cashback services 返利业务

Single-purpose prepaid cards 单用途预付卡

Securities 证券

Illegal fund-raising 非法集资

Foreign exchange services 外汇兑换服务



Virtual currency in foreign accounts 境外账户中的虚拟货币

Receipts (invoices) 票据（发票）

Bitcoin, Litecoin, YBcoin and other virtual currency transactions 比特币、莱特币、元宝币等虚拟货币交易

MCard, etc. 魔卡等

Satellite antenna, etc. 卫星天线等

Archaeological and cultural relics 考古文物

items and services in violation of relevant state regulations 违反国家相关规定的物品、服务

Poor quality (fake) food 伪劣食品（假冒伪劣）

Tobacco 烟草

Fireworks and firecrackers 烟花爆竹

Crude oil 原油

Charity 慈善公益

Human organs 人体器官

Surrogacy services 代孕服务

Examination services 替考、代考服务

National protected animals 国家保护动物

National protected plants 国家保护植物

Smuggled articles 走私物品

Special provisions for specific period of time (e.g. the Olympic Games) 特殊时期特殊规定（如奥运）

Medical devices 医疗器械

Drugs 药品

Contact lens 隐形眼镜

Auction 拍卖

Pawn 典当

Payment institutions 支付机构

Circulating RMB 流通人民币

Foreign currency 外币

Cultural relics 文物

Video chatting services 视频聊天服务

Religious websites 宗教网站

Online cemetery and worshipping and other services 提供网上公墓、网上祭祀等服务

Computer privacy information monitoring 计算机隐私信息监控

Lucky draw 抽奖

Any animals, plants or products which contain dangerous germs, pests or 
any other living creature 

带有危险性病菌，害虫及其他有害生物的动
物，植物及其产品



Any products, medicine or any other article originates from epidemic area
of infectious disease which causes threat to health of human beings or 
animals 

有碍人畜健康的，来自疫区其他能传播疾病的

制品，药品或其他物品

別紙8.3④

Alipay決済サービスの取扱対象外商品（２）

① 覚せい剤、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、毒物、劇物

② 銃砲、刀剣類、武器、火薬類、化学兵器、毒性物質、サリン

③ わいせつ物、ポルノ、児童ポルノ、アダルトグッズ、ヌード写真、アダルトビデオ、アダ  

  ルトゲーム、ブルセラ

④ 売春、児童売春

⑤ 賭博、富くじ

⑥ 無限連鎖講、マルチ商法

⑦ 偽造若しくは変造された通貨、有価証券、公正証書（免許証、旅券等を含む。）、文書、 

  電磁的記録

⑧ 窃盗、強盗、詐欺、恐喝、横領、背任その他の犯罪により入手した商品等

⑨ 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、肖像権その他の他人の権利を侵害する商 

  品等

⑩ コンピューターウィルスを含むソフトウェア

⑪ 人体及び人体の一部

⑫ 個人情報、営業秘密その他一般に公開されていない情報

⑬ 犯罪その他の法令違反行為

⑭ その他取引することが法令に違反する商品等

⑮ 商品券・プリベイドカード・印紙・切手・回数券その他の有価証券・金地金（但し、個別 

  に乙、オリックス及びAlipayの承認を得た場合を除く。）

⑯ 生き物（但し、個別に乙、オリックス及びAlipayの承認を得た場合を除く。）

⑰ 甲が自ら提供するコンピューターゲーム以外のコンピューターゲーム内において使用する 

  アイテム等のデジタルコンテンツ



別紙13.2 

甲による表明及び保証

A. 

(i) 甲は、その設立準拠法に基づき適法に設立され、有効に存続している法人、又は個人事業

主である。

(ii) 甲は、現在営んでいる事業について、当該事業を行う全ての法域において、必要な登録等

を行っている。

(iii) 甲は、現在営んでいる事業を行うために必要である許認可等を、当該事業を行う全ての法

域において、適法かつ有効に取得又は履践し、かつ維持している。

(iv) 甲は、本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取引

の実行のために必要とされる、完全な能力及び権限を有している。

(v) 甲による本規約の締結、本規約に基づく義務の履行又は本規約において想定されている取

引の実行は、甲の事業の目的の範囲内の行為であり、甲は、第三者の使者又は代理人とし

て行動するものではない。

B. 本規約は、甲によって適法かつ有効に締結されることにより、甲の適法、有効かつ法的拘

束力のある債務を構成し、その各条項に従い甲に対して強制執行が可能である。本規約に

明示的に規定されている場合を除き、本規約の締結及び本規約に基づく義務の履行にあた

って、いかなる政府、行政機関その他第三者の同意も必要とされない。

C. 甲による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行は、(ⅰ)適用ある法令等、許認可等、

関係当局等の判断等に違反するものではなく、(ⅱ)甲の定款その他の社内規則に違反する

ものではなく、かつ、(ⅲ)甲が当事者となっている契約等に違反(但し、軽微な違反を除く。)

するものではない。

D. 甲による本規約の締結又は本規約に基づく義務の履行を妨げる効果を有する裁判又は行

政手続は係属していない。

E. 甲は、適用ある法令等に従って、その事業を行うとともに、本規約に基づく役務の提供を

行う。



F. 甲は、現在、次のいずれにも該当しておらず、かつ、将来にわたっても該当しない。

(i) 暴力団

(ii) 暴力団員及び暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者

(iii) 暴力団準構成員

(iv) 暴力団関係の役員・従業員

(v) 総会屋等

(vi) 社会運動等標ぼうゴロ

(vii) 特殊知能暴力集団等

(viii) 暴力団員が経営を支配すると認められる関係を有すること

(ix) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(x) 自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってす

る等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(xi) 暴力団員等に対して資金等を提供し又は便宜を供与する等の関与をしていると認められ

る関係を有する者

(xii) 犯罪による収益の移転防止に関する法律において定義される「犯罪による収益」にかかる

  犯罪（以下「犯罪」という。）に該当する罪を犯したもの。

（xiii）上記(i)から(xii)の共生者又はその他これらに準ずる者

G. 甲は、自ら又は第三者を利用して次のいずれかに該当する行為を行わない。

(i) 暴力的な要求行為

(ii) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(iii) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(iv) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の業務を妨害する

行為

(v) 犯罪に該当する罪に該当する行為

（vi）その他上記(i)から(v)に準ずる行為

以 上 

2020年12月改訂


